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b. 外国法人のベトナムにおける駐在員事務所ラ
イセンスの期限： 

• 期限は5年間ですが、外国法人の活動期間に
期限がある場合、その活動期限を越えません。 

• 期限は延長することが可能です。 

c. 駐在員事務所の活動範囲： 

• 連絡事務所の機能実施。 

• 市場調査。 

• 駐在員事務所が代表する当該外国法人の投
資・事業機会の促進・推進。但し、外国法人の
駐在員事務所設立が専門事業分野の個別法
令文書で規定されている場合には、当該事業
分野は含みません。 
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2016年1月25日、政府は、外国法人のベトナムにおける駐在員事務所、支店に関する商業法の施行細則
を定める政令 Decree 07/2016/ND-CP（以下 Decree 07）を発行しました。 

Decree 07 は、2016年3月10日から施行され、2006年7月25日付け Decree 72/2006/ND-CP、および、商業法
の施行細則となる幾つかの政令における行政手続きを改正・補足する2011年12月16日付け Decree 

120/2011/ND-CP の第2条が廃止されます。 

今回のニュースレターでは、弊社 Grant Thornton Vietnam から、以下についてご案内申し上げたく存じま
す。  

1. 外国法人のベトナムにおける駐在員事務所の設立に関する規定。 

2. ご留意事項および弊社 Grant Thornton Vietnam からの実務的なアドバイス。 

1. 外国法人のベトナムにおける駐在員事務所設
立に関する規定 

a. 外国法人が駐在員事務所を設立するためには、
以下の条件を満たす必要があります： 

• ベトナムが加盟する国際条約に参加している国
家・地域の法令の規定により設立・事業登録さ
れている外国法人、または、これら国家・地域
の法令により承認されている外国法人であるこ
と。 

• 設立・事業登録の日から1年以上活動を行って

いる外国法人であること。活動期間に期限があ
る場合は、駐在員事務所の設立認可申請書を
提出する日から、活動期限が1年以上残ってい
ること。 



d. 駐在員事務所の設立ライセンス申請書類は、
以下の通りです： 

• 工商省が定める様式による駐在員事務所設
立ライセンスの申請書。 

• 外国法人の事業登録書。 

• 駐在員事務所長の任命決定書。 

• 外国法人の存在および活動を示すための直
近年度の監査済み財務諸表または当該国
税務当局による確認資料。 

• 駐在員事務所長のパスポート。および、 

• 駐在員事務所設置場所の賃借合意書、また
は、外国法人による当該場所の駐在員事務
所設置に際する使用権を示す資料の写し。 

2. ご留意事項および弊社 Grant Thornton 

Vietnam からの実務的アドバイス 

a. 駐在員事務所の活動内容に関して： 

Decree 07 では、駐在員事務所の活動範囲

が狭められており、従来の Decree 

72/2006/ND-CP では認められていた ‘’ベト

ナム側当事者と締結した契約、または、駐在

員事務所が代表するベトナム市場に関連す

る契約の履行フォロー・監督’’ が廃止されて

いますので、自社の事業活動計画に即した

駐在員事務所の活動内容を慎重に検討する

ことをおすすめ致します。 

b. 駐在員事務所長の任命に関して： 

Decree 07 では、駐在員事務所長がベトナム

国外へ出る際には、駐在員事務所長の権利

および義務を履行するために別の人へ委任

状を置いていくことを新しく定めています。ま

た、もし駐在員事務所長がベトナムを出国し

て30日を越えても、駐在員事務所長の権利

および義務を履行するために別の人へ委任

しなかった場合、または、死亡、失踪、拘留、

禁錮判決、民事行為能力の制限喪失をした

場合、外国法人は、別の人を駐在員事務所

長に任命する必要があります。 

駐在員事務所長は、以下の役職を兼務する

ことが出来ませんので、ご留意下さい。 

• 同じ外国法人の支店長。 

• 別の外国法人の支店長。 

• 当該外国法人または別の外国法人の法定

代表者。 

• ベトナムの法令規定により設立される経済組

織の法定代表者。 

 



o 労働契約の締結日から7営業日以内に、

駐在員事務所は、ベトナム人労働者と締
結した労働契約書の写しを添えて、ベト
ナム人労働者を採用・管理する管轄機関
へ文書にて通知をする必要があります。 

• 駐在員事務所と労働契約を締結した外国人、
ベトナム人スタッフは、強制社会保険へ加入
する必要があります。 

ベトナムでの駐在員事務所設立を検討されてい
る場合、または、ベトナムでの駐在員事務所活
動に関連する法令規定の遵守状態のレビューを
希望されている場合は、ご遠慮なく弊社 Grant 

Thornton Vietnam へお問い合わせ下さい。 

c. 駐在員事務所長の労働許可証、個人所得
税・社会保険料の納付義務、および、駐在員
事務所で働くベトナム人スタッフの採用に関
して： 

• 駐在員事務所長に任命された外国人は、ベ
トナムで働き始める前に、ベトナムでの労働
許可証を申請する必要があります。  

• 駐在員事務所長および駐在員事務所スタッ
フは、ベトナムでの所得（駐在員事務所によ
る支払いか否かに関わらず）が発生した際に
は、個人所得税の申告をする必要がありま
す。状況によっては、ベトナムで租税条約の
適用を申請することも可能です。 

• ベトナム人労働者の採用ニーズがある場合、
駐在員事務所は、ベトナム人労働者を採用・
管理する管轄機関へ、ベトナム人労働者の
採用申請文書を送付する必要があります。
申請文書では、職位、人数、技術的専門レベ
ル、業務、外国語、採用期限、そして、採用を
必要とする職位毎の、労働契約期間中およ
び労働契約契約解消時のベトナム人労働者
側および雇用者側の権利・義務を明記しなけ
ればなりません。 

o 駐在員事務所からの申請書類の受理日
から15営業日以内に、ベトナム人労働者

を採用・管理する管轄機関は、駐在員事
務所の依頼に基づいて、ベトナム人労働
者を募集して紹介する責任があります。 

o この15営業日の期限を経ても、ベトナム

人労働者を採用・管理する管轄機関が、
駐在員事務所の依頼に基づくベトナム人
労働者の募集・紹介を出来ない場合に
は、駐在員事務所は、直接にベトナム人
労働者を採用することができます。 



ベトナム税務当局による移転価格調査に備える必要性について 

この Newsletter は、情報提供のみを目
的として作成しております。不正確ま
たは不完全な情報、または、Grant 

Thornton (Vietnam) の正式な事前アド
バイスなく、これら情報の利用から発
生した損額について、 Grant Thornton 

(Vietnam) は責任を負いません。 

今回の Newsletter の情報を利用する必
要がある場合、Grant Thornton 

(Vietnam) からご支援が必要な場合、弊
社の専門家へご連絡下さい。 
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